
 

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第１５号  

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例  

 瀬戸市介護保険条例（平成１２年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （保険料率）  （保険料率） 

第３条 平成２７年度から平成２９年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第９条第１号に

規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

第３条 平成２４年度から平成２６年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者（介護保険法（平成９年法律第１

２３号。以下「法」という。）第９条第１号に

規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１

２号。以下「令」という。）第３９条第１項

第１号に掲げる者 年額 ２６，７０５円 

 ⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１

２号。以下「令」という。）第３９条第１項

第１号に掲げる者 年額 ２３，９２４円 

 ⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額 

３６，７９４円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額 

２３，９２４円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額 

４４，５０８円 

 ⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額 

３９，８７３円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 年額 

５２，２２３円 

 ⑷ 令第３９条第１項第４号に掲げる者 年額 

５３，１６３円 

 ⑸ 令第３９条第１項第５号に掲げる者 年額 

５９，３４４円 

   

 ⑹ 次のいずれかに該当する者 年額 ６５，  ⑸ 次のいずれかに該当する者 年額 ６０，



 

２７９円 ０７５円 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）が１２０万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

  ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合計

所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）が１２５万円未満であり、かつ、前

各号のいずれにも該当しない者 

  イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第８

号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ

又は第１２号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第７

号イ又は第８号イに該当する者を除く。） 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 年額 ７２，

９９４円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 年額 ６６，

４５４円 

ア 合計所得金額が１９０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が２００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第９

号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２

号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第

８号イに該当する者を除く。） 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 年額 ８０，

１１５円 

 ⑺ 次のいずれかに該当する者 年額 ７９，

７４５円 

ア 合計所得金額が２９０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が４００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１

０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該

当する者を除く。） 



 

する者を除く。） 

 ⑼ 次のいずれかに該当する者 年額 ８９，

０１６円 

 ⑻ 次のいずれかに該当する者 年額 ９３，

０３６円 

ア 合計所得金額が４００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が６００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１

１号イ又は第１２号イに該当する者を除

く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を

除く。） 

 ⑽ 次のいずれかに該当する者 年額 １０

３，８５２円 

 

ア 合計所得金額が６００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第

１２号イに該当する者を除く。） 

 

 ⑾ 次のいずれかに該当する者 年額 １０

９，７８７円 

 

ア 合計所得金額が８００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該

当する者を除く。） 

 

 ⑿ 次のいずれかに該当する者 年額 １１

５，７２１円 

 



 

ア 合計所得金額が１，０００万円未満であ

り、かつ、前各号のいずれにも該当しない

者 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を

除く。） 

 

 ⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 年額 

１２１，６５６円 

⑼ 前各号のいずれにも該当しない者 年額 

９８，３５２円 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得、

喪失等があった場合） 

 （賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得、

喪失等があった場合） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者及び⑴に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号

ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ

又は第９号ロに該当するに至った第１号被保険

者に係る保険料の額は、当該該当するに至った

日の属する月の前月まで、月割により算定した

当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該

当するに至った日の属する月から令第３９条第

１項第１号から第９号までのいずれかに規定す

る者として月割により算定した保険料の額の合

算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者及び⑴に係る者を除く。）、

ロ若しくはハ、第２号ロ、第３号ロ、第４号

ロ、第５号ロ又は第６号ロに該当するに至った

第１号被保険者に係る保険料の額は、当該該当

するに至った日の属する月の前月まで、月割に

より算定した当該第１号被保険者に係る保険料

の額と当該該当するに至った日の属する月から

令第３９条第１項第１号、第２号、第３号、第

４号、第５号又は第６号に規定する者として月

割により算定した保険料の額の合算額とする。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  



 

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市介護保険条例第３条第１項の規定は、

平成２７年度分の保険料から適用し、平成２６年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。  


